
令和　６年１２月１９日

八千代エンジニヤリング（株）事業統括本部

東京都台東区浅草橋五丁目２０番８号

Ｒ６Ｍ相武国道事務所管内交通安全施設設計他業務

相武国道事務所管内

土木関係建設コンサルタント業務

履 行 期 間 (自) 令和　６年　６月　５日

履 行 期 間 (至) 令和　７年　２月２８日

　３１，９５５，０００円（税込み）

＋　７，７４４，０００円（税込み）

　３９，６９９，０００円（税込み）

本業務は、令和６年６月４日付けで八千代エンジニヤリング株式会社と契約を締結し、現在鋭意履行中であ
るが、当初の契約内容を履行するうえで、業務発注後に明らかになった下記理由のとおり、本業務で履行す
ることが不可欠であることから変更するものである。

　　　　　　　　　　　　　　　　　　記
１．路線測量
　・現地調査及び関係機関協議の結果、路線測量（藤野地区）を減工する。
　・地元要望及び関係機関協議の結果、小原地区の路線測量が必要となったため、増工する。
２．基準点測量
　・地元要望及び関係機関協議の結果、小原地区の基準点測量が必要となったため、増工する。
３．現地測量
　・地元要望及び関係機関協議の結果、小原地区の現地測量が必要となったため、増工する。
４．直接経費
　・路線測量及び基準点測量、現地測量の増工により、旅費交通費、電子成果品作成費について
　　数量精査（増）する。
５．道路設計
　・現地調査及び関係機関協議の結果、全体事業展開検討（藤野地区）を減工する。
　・地元要望及び関係機関協議の結果、道路詳細設計（Ａ）（小原地区）及び道路予備設計（Ａ）
　（小原地区）を増工する。
６．歩道設計
　・現地調査及び関係機関協議の結果、歩道詳細設計（小渕地区）を減工する。
７．一般構造物設計
　・現地調査及び関係機関協議の結果、大型標識詳細設計（左入橋交差点地区）を減工し、地下駐車場
　　運用方針検討（八日町地下駐車場）及び地下駐車場漏水対策検討（八日町地下駐車場）を増工する。
８．安全対策検討
　・現地調査及び関係機関協議の結果、安全対策検討（大垂水地区）を減工する。
９．直接経費
　・道路設計及び一般構造物設計等の増工により、旅費交通費、電子成果品作成費について数量精査
　　（増）する。
１０．	履行期間
　・履行期間は、基準点測量及び現地測量、道路詳細設計等の増工により、63日間延伸し令和7年2月28日
　　までとする。

変 更 前 の 契 約 金 額

契 約 業 者 の 住 所

変 更 後 の 契 約 金 額

変 更 理 由

変 更 金 額

（第1回）契約変更の内容

業 務 の 名 称

業 務 概 要

（変更した内容について
記述する）

契 約 業 者 名

契 約 変 更 年 月 日

　本業務は、相武国道事務所管内の交通安全施設を整備するため、道路詳細設
計（Ａ）、路線測量、道路修正設計、全体事業展開検討等を行うものである。

業 種 区 分

業 務 場 所



令和　７年　２月２１日

八千代エンジニヤリング（株）事業統括本部

東京都台東区浅草橋五丁目２０番８号

Ｒ６Ｍ相武国道事務所管内交通安全施設設計他業務

相武国道事務所管内

土木関係建設コンサルタント業務

履 行 期 間 (自) 令和　６年　６月　５日

履 行 期 間 (至) 令和　７年　６月３０日

　３９，６９９，０００円（税込み）

＋　１，６５０，０００円（税込み）

　４１，３４９，０００円（税込み）

　本業務は、令和６年６月４日付けで八千代エンジニヤリング株式会社と契約を締結
し、現在鋭意履行中であるが、当初の契約内容を履行するうえで、業務発注後に明ら
かになった下記理由のとおり、本業務で履行することが不可欠であることから変更す
るものである。

　　　　　　　　　　　　　　　　記

１．路線測量
　関係機関と協議の結果、下石原地区の設計に必要な基準点測量、水準測量を増工す
る。

２．現地測量
　関係機関と協議の結果、下石原地区の設計に必要な現地測量を増工する。

３．共通
　上記の増工により、本業務の打合せについて数量精査（増）する。

４．直接経費
　上記の増工等により、旅費交通費、電子成果品作成費について数量精査（増）す
る。

５．履行期間
　履行期間は、路線測量等の増工により、１２２日間延長し令和７年６月３０日まで
とする。

（第2回）契約変更の内容

業 務 の 名 称

業 務 概 要

（変更した内容について
記述する）

契 約 業 者 名

契 約 変 更 年 月 日

　本業務は、相武国道事務所管内の交通安全施設を整備するため、道路詳細設
計（Ａ）、路線測量、道路修正設計、全体事業展開検討等を行うものである。

業 種 区 分

業 務 場 所

変 更 前 の 契 約 金 額

契 約 業 者 の 住 所

変 更 後 の 契 約 金 額

変 更 理 由

変 更 金 額


